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HACCP構築に向けた取組
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１ はじめに

農場HACCPとは端的にいえば、安全な家畜・畜産物を生産するためヒト・組織を調整管

理する「マネジメントシステム」を指す。その制度の歩みについて本論では詳細な説明は

割愛するが、平成21年に国によって「HACCP認証基準」が策定・公表され、平成２４年４

月に全国初のHACCP認証農場が誕生し、平成２７年１２月末現在、認証農場は４畜種・計

７１農場を数えるに至っている。

今回、管内の農場が鳥取県内初、また酪農場として西日本初となる農場HACCP認証を取

得した。当家保もその取得に関与したことから、認証に至る経過を報告し、併せて管内の

農場HACCP構築に向けた活動の現状や今後の課題について述べたい。

２ 農場HACCP認証取得に至る経緯

今回認証を取得した農場は、乳肉複合経営農場で、生乳は自社ブランドを展開している。

また自家産を中心としてホルスタイン去勢牛の肥育・出荷を行っている。

図１に当該農場での取組から認証に至る経過を示す。

農協から農場に対し、農

場HACCP普及を目的とした国

事業（農場生産衛生向上体

制整備促進事業）活用の働

きかけがあったことが取組

の契機となった。農場では

以前から業務のマニュアル

化や作業の効率化の必要性

を感じており、これらの課

題の解決を期待して農場HAC

CPへの取組を決断された。

これを受け平成２３年１月、

農場HACCPへの取組開始を内

外に知らしめるキックオフ

を開催。翌月より具体的なシステムの構築を開始した。

取組にあたり農場、農協、普及所、家保からなる作業チームを編成した（図２）。また

今回は、国事業の活用であったため、アドヴァイザー役として多くの農場での指導経験を

有する県外NPO法人のスタッフが月一回来県し、その指導の基に作業を進行した。構築に

あたっては農場HACCP認証基準では農場内の全ての作業についてくまなく、膨大な文書類

の作成が要求されるため、月一回のペースでの構築会議と、その合間の文書作成を中心に



進めた結果、図３に示す文書１５種類、規程書１８種類、その他の文書６種類を作成した。

更に構築開始から２年弱経過した平

成２４年１２月からは、文書作成と同

時並行でシステムの運用を開始した。

運用にあたっては、一定のスパンの中

で「計画」、「実行」、「効果の検証」、「改

善」を継続的に行ういわゆるPDCAサイ

クルを回し、併せてその活動の記録を

作成・保存した。認証取得後も、３年

に一度更新審査を受審せねばならず、

これらの活動は当該農場が農場HACCP

システムの運用を行う限り継続される

必要がある。以上のような活動を経て、

平成２６年７月、審査機関へ申請文書

類を提出、９月に現地審査を受審した。

この現地審査の段階で、審査員より

これまでの取組は酪農部門のみに限ら

れていたが、併せて肥育部門の構築も

行ってみては、との指摘があり、農場

サイドもその方針に同意し、この時点

から肥育部門についても構築・運用を

図り、１年後の平成２７年９月に再審

査を受審することとなった。

再審査では大きな指摘事項もなく、平成２７年１０月８日認証取得に至った。この結果、

本酪農場は実質的に酪農部門・肥育部門２部門を網羅した形でHACCP構築を行い、認証に

至った全国初の農場となった。

３ 農場HACCP導入における効果

取組を通じて、経営者からは、作業手順を一から見直すことで牧場運営の改善が図られ

た、作業の手順が文書化・マニュアル化されスタッフの育成・組織作りの強化に寄与した、

との声があった。また農場スタッフからは、農場での作業について以前よりもやりがいを

感じる、業務の効率化が図られた、重大ミスが回避できるようになった、関係者からは、

以前よりも農場との情報共有が図られた、農場HACCPに対するスキルアップがなされた、

当該農場を衛生管理の先進事例、いわばお手本として示すことで、地域の他農場のレベル

アップにつながった、等の声が寄せられた。そして結果として、農場でのマネジメントシ

ステム、即ち業務の「しくみ」の完成と「衛生意識」「経営意識」等様々な意識の向上が

図られた（図４）。

更に、構築にあたってNPO法人の定期的な来県があったことから、NPO法人を講師に迎え

県機関、農協、その他の団体やメーカーの担当者を対象とした月例の勉強会が開催された。



勉強会は主催・名称等を変えながらも５年目を迎え、県内の農場HACCPを担う人材の育成

に貢献した（図５）。

こうした先進事例があったこ

と、県内での人材育成が進んだ

ことに刺激を受け、新たに農場H

ACCP認証に向かう農場が管内に

現れた。当該農場は和牛肥育農

場で、平成２５年６月にキック

オフを行い、平成２６年７月に

農場HACCP推進農場に登録され

た。まもなく認証に向けた申請

が行える段階まで構築・運用が

進んでいる。この農場での農場H

ACCP構築にあたっては、農場・

農協・飼料会社・薬品メーカー

・県職員、ほぼ全て鳥取県内の人材からなるチームで活動している（図６）。

４ 今後の課題

鳥取県での農場HACCPの取組は５年余りを経た時点での課題について以下に述べる。

図７は平成２３年度以降の中央畜産会主催の農場HACCP指導員・審査員研修会を受講し

た鳥取県職員数の一覧である。前述のように、農場HACCPは認証後もPDCAサイクルを継続

的に回転させるため、家保においても農場HACCPについての知識を有する職員が常時対応

していく必要がある。人事異動等をふまえた上で、家保内での業務持続性を確保するため

に、今後も一定数の家保職員が定期的に研修を受講することが望まれる。

また県内では採卵農場においても認証取得に向けた取組が始まった。全国では件数が多

いものの、県内では現時点で取組事例のない養豚農場をはじめ（図８）、今後県内の取組

農場を更に開拓していく必要があると思われる。また関係者のスキルアップを図り構築な

らびに運用を通じて得られた有形無形のノウハウを鳥取県全体の財産として共有すること

こそが、多くの人的コスト・時間的コストを必要とする農場HACCP取組の果実であると考



える。

５ まとめ

管内農場が西日本初の酪農場での農場HACCP認証を取得。またこれは当該農場での業務

である酪農部門と肥育部門全てを網羅した形でシステム構築を行い認証を受けたため、実

質的に全国初のケースとなった。家保は当初より農場HACCPチームでの構築作業に参加し、

構築後の運用にも継続して関与。構築開始より５年を経て関係者個々の知識が向上し、取

組農場が増えたことで県内の人材が拡充された。またこれには農場HACCP研究会の存在が

大きく貢献したと分析する。更に先進事例の存在と人材の拡充の結果、県内で新たに認証

取得に向かう農場が現れ、取組を行っている。今後、継続的な人材育成による家保におい

ても業務の持続性の確保と新規取組農場の開拓が課題と考える。こうした取組の過程で得

られたノウハウを鳥取県全体の財産として共有することこそが肝要である。

「食のみやこ鳥取県」を施策に掲げる我が県において、農場HACCP取組農場を増やし、

農場の様々な「レベルアップ」を図ることは重要な視点である。更に大規模企業経営農場

が少ない当県の現状を鑑みると、農場の自助努力のみでのHACCP構築には大きな困難が伴

うことが予想されるため、家保を始めとする行政が積極的に関わり、農場と連携しながら

HACCP構築に貢献することが期待されていると考える。
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